
 

平成 28 年度における行政機関及び独立行政法人等 

の個人情報保護法の施行の状況について（概要） 

 

 平成 17 年４月に施行された行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 58号）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年

法律第 59 号）において、総務省は、毎年度、それぞれの法の施行状況について取りまと

め、その概要を公表することとされています。 

平成 28年度におけるそれぞれの法の施行状況の概要は、以下のとおりです。 

 
≪調査対象≫ 

○ 対象機関 
・ 国の行政機関（46機関） 
・ 独立行政法人等（192機関） 

 
○ 対象期間 

平成28年４月１日から29年３月31日までの状況について、平成29年３月31日現在で調査 

 

１ 個人情報ファイルの状況 

 

（１）個人情報ファイルの保有状況 

 

行政機関及び独立行政法人等が保有する個人情報ファイルについては、その存在及

び概要を明らかにすることにより透明性を図り、利用目的ごとの保有個人情報の適正

な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認

識することができるようにするため、識別される個人の数が 1,000人以上のものにつ

き個人情報ファイル簿を作成・公表することとされている。 

個人情報ファイル簿を作成している機関では、個人情報ファイル簿を事務所に備え

て閲覧に供するとともに、インターネットを利用して公表している。 

平成 29年３月 31日現在、個人情報ファイル簿に記載された個人情報ファイルの数

は、次のとおり。 

  

          （単位：ファイル） 

 行政機関 独立行政法人等 

個人情報ファイル数 71,476 12,405  

 （参考）平成 27 年度 62,603 12,967  
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○ 個人情報ファイル数の機関別内訳 

（単位：ファイル） 

 
（２）個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況 

 

利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用・提供することは、法令に基づく

場合や、社会公共の利益になる場合、本人の同意がある場合に限り、認められている。 

平成 28 年度に利用目的以外の目的のために利用・提供されたことのある個人情報

ファイルの数は、次のとおり。 

（単位：ファイル） 

 行政機関 独立行政法人等 

法令に基づく場合(注１) 2,627 447 

 （参考）平成 27 年度 2,523 261 

社会公共の利益になる場合や
本人の同意がある場合(注２) 

204 389 

 （参考）平成 27 年度 238 251 

（注）１．「法令に基づく場合」とは、例えば、行政機関、独立行政法人等が国税徴収法

第 141条に基づく検査において保有個人情報を提供したものなどがある。 

２．「社会公共の利益になる場合や本人の同意がある場合」とは、例えば、宮内庁

が皇室の活動を広く紹介するため、勲章・褒章拝謁者名簿を報道機関に提供する

場合などがある。 

 

 

２ 開示・訂正・利用停止請求の状況 

 

（１）請求件数 

 

   平成 28年度に受け付けた開示請求の件数は、行政機関では 94,549件、独立行政法

人等では 4,655件である。 

行政機関 平成 28 年度 平成 27 年度  独立行政法人等 平成 28年度 平成 27年度 

国税庁 65,262 56,050  国立病院機構 2,995 2,997 

法務省 4,279 4,315  地域医療機能推進機構 1,644 1,777 

厚生労働省 504 419  日本司法支援センター 961 961 

財務省 261 265  九州大学 395 416 

総務省 246 265  国立高等専門学校機構 311 307 

その他 924 1,289  その他 6,099 6,509 

計 71,476 62,603  計 12,405 12,967 
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○ 開示請求件数の推移

○ 開示請求件数の機関別内訳

（単位：件） 

○ 開示・訂正・利用停止請求の件数

（単位：件） 

年 度 行政機関 独立行政法人等 

開示請求 
平成 28年度 94,549 4,655 

(参考)平成27年度 94,320 4,646 

訂正請求 
平成 28年度 46 4 

(参考)平成27年度 34 6 

利用停止請求 
平成 28年度 12 3 

(参考)平成27年度 16 1 

行政機関 平成 28 年度 平成 27年度 独立行政法人等 平成 28年度 平成 27年度 

国税庁 58,464 56,914 東北大学 1,606 1,637 

法務省 25,348 26,118 東京大学 606 761 

厚生労働省 8,121 7,408 大学入試センター 350 291 

金融庁 1,183 1,010 航空大学校 246 212 

防衛省 316 240 東京医科歯科大学 243 257 

その他 1,117 2,630 その他 1,604 1,488 

計 94,549 94,320 計 4,655 4,646 

3



（２）開示・訂正・利用停止決定等の件数

平成 28 年度には、行政機関では、開示請求に係る決定が 94,205 件なされ、このう

ち、全部を開示する決定が 36,700 件（39.0％）、一部を開示する決定が 55,436 件

（58.8％）、不開示の決定が 2,069件（2.2％）となっている。 

また、独立行政法人等では、開示請求に係る決定が 4,638 件なされ、このうち、全

部を開示する決定が 4,076 件（87.9％）、一部を開示する決定が 474 件（10.2％）、不

開示の決定が 88件（1.9％）となっている。 

 （単位：件、％） 

年 度 

行政機関 独立行政法人等 

計 開示・訂

正・利用

停止決定 

(全部) 

開示・訂

正・利用

停止決定 

(一部) 

不開示・

不訂正・

不利用停

止決定 

計 開示・訂

正・利用停

止決定 

(全部) 

開示・訂

正・利用

停止決定 

(一部) 

不開示・

不訂正・

不利用停

止決定 

開示

請求 

平成 28年度 
94,205 

(100) 

36,700 

(39.0) 

55,436 

(58.8) 

2,069 

(2.2) 

4,638 

(100) 

4,076 

(87.9) 

474 

(10.2) 

88 

(1.9) 

(参考) 

平成 27 

年度 

94,065 

(100) 

38,597 

（41.0） 

52,818 

（56.2） 

2,650 

（2.8） 

4,634 

(100) 

3,926 

（84.7） 

609 

（13.1） 

99 

（2.1） 

訂正

請求 

平成 28年度 
49 

(100) 

5 

(10.2) 

7 

(14.3) 

37 

(75.5) 
4 

(100) 

1 

(25.0) 

1 

(25.0) 

2 

(50.0) 

(参考) 

平成 27 

年度 

37 

(100) 

3 

(8.1) 

7 

(18.9) 

27 

（73.0) 

7 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

7 

(100) 

利用

停止

請求 

平成 28年度 
12 

(100) 

4 

(33.3) 

0 

(0) 

8 

(66.7) 
2 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(100) 

(参考) 

平成 27 

年度 

16 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

16 

(100) 

1 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(100) 
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（３）審査請求

開示決定等について不服がある者は、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）に

基づき、行政機関の長、また、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 

平成 28年度にされた審査請求の件数は次のとおり。 

（単位：件） 

年 度 行政機関 独立行政法人等 

開示請求 
平成 28年度 208 44 

(参考)  平成 27年度 201 57 

訂正請求 
平成 28年度 40 2 

(参考)  平成 27年度 14 7 

利用停止請求 
平成 28年度 12 0 

(参考)  平成 27年度 6 1 

※ 改正前の行政不服審査法（昭和 37年法律第 160号）に規定されていた「異議申立て」

は、平成 28 年度以降、改正された行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号。平成 28

年４月１日施行）により、「審査請求」に一本化されている。 

（４）訴訟

平成 28 年度に新たに地方裁判所に提起された開示決定等の取消し等を求める訴訟

の件数は、次のとおり。 

（単位：件） 

年 度 行政機関 独立行政法人等 

平成 28 年度 2 1 

 (参考) 平成27年度 6 2 
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３ 安全確保措置の運用状況 

（１） 不適正管理事案の管理状況

ア 不適正管理事案の内訳

  平成 28 年度に、個人情報の漏えい、滅失又はき損が発生した又は発生のおそれが

あると認められた不適正管理事案の件数は、行政機関では 1,071件、独立行政法人等

では 1,308件である。 

これらの事案のうち、配送事故(配送を請け負った事業者による誤送付、紛失)が行

政機関 413件（38.6％）、独立行政法人等 593件（45.3％）と多くを占めている。 

配送事故を除いた不適正管理事案は、行政機関では 658 件、独立行政法人等では 715

件である。これらの事案を発生形態別にみると、行政機関では誤送付・誤送信 247 件

(23.1％)が最も多く、独立行政法人等でも誤送付・誤送信 421 件(32.2％)が最も多く

なっている。 

○ 不適正管理事案の件数の発生形態別内訳
 (単位：件、％) 

不適正管理事案の内訳 

配送事故以外 配送事故 

発生形態別 発生形態別 

誤送

付・誤

送信 

誤交

付 
誤廃

棄 
紛失 インタ

ーネッ

ト上に

流出

不正アク

セス・不正

プログラ

ム関係 

盗難 そ の

他 
誤送

付･誤

送信 

紛失 

行政機関 1,071 

(100) 

  658 

(61.4) 

 247 

(23.1) 

87 

(8.1) 

 43 

(4.0) 

 222 

(20.7) 

  9 

(0.8) 

0 

(0) 

 14 

(1.3) 

 36 

(3.4) 

 413 

(38.6) 

 396 

(37.0) 

 17 

(1.6) 

(参考 )平

成 27年度 

1075 

(100) 

679 

(63.2) 

238 

(22.1) 

75 

(7.0) 

67 

(6.2) 

240 

(22.3) 

4 

(0.4) 

0 

(0.0) 

23 

(2.1) 

32 

(3.0) 

396 

(36.8) 

384 

(35.7) 

12 

(1.1) 

独立行政法人

等 

1,308 

(100) 

715 

(54.7) 

421 

(32.2) 

108 

(8.3) 

8 

(0.6) 

104 

(8.0) 

23 

(1.8) 

18 

(1.4) 

10 

(0.8) 

35 

(2.6) 

593 

(45.3) 

165 

(12.6) 

428 

(32.2) 

(参考 )平

成 27年度 

1,240 

(100) 

621 

(50.1) 

395 

(31.9) 

68 

(5.5) 

12 

(1.0) 

88 

(7.1) 

21 

(1.7) 

5 

(0.4) 

9 

(0.7) 

28 

(2.3) 

619 

(49.9) 

178 

(14.4) 

441 

(35.6) 
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○ 不適正管理事案の件数の推移（配送事故以外）

（注）平成 19 年度以前は配送事故を分類していないため、配送事故を含む件数を参考値として掲

載している。 

○ 不適正管理事案の件数の機関別内訳（配送事故以外）
 (単位：件) 

行政機関 平成28年度 平成27年度 独立行政法人等 平成28年度 平成27年度 

厚生労働省 319 330 日本年金機構 190 195 

国税庁 115 134 国立病院機構 123 21 

法務省 63 61 住宅金融支援機構 61 47 

その他 159 154 その他 341 358 

計 656 679 計 715 621 
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イ 不適正管理事案の規模

不適正管理事案に係る個人情報に含まれる本人の数は、５人以下のものが、行政機

関では 916件（85.5％）、独立行政法人等では 1,158件（88.5％）となっている。 

  （単位：件、％） 

不適正管理事案の件数 

 本人の数 

1人～5人 6人～50人 51人～100人 
101人～ 

1,000人 
1,001人～ 

行政機関 
1,071 

(100) 

 916 

(85.5) 
93 

(8.7) 
21 

(2.0) 
33 

(3.1) 
 8 

(0.7) 

独立行政法
人等 

1,308 
 (100) 

1,158 
 (88.5) 

82 
(6.3) 

22 
(1.7) 

32 
(2.4) 

14 
(1.1) 

ウ 不適正管理事案に対する損害賠償請求訴訟

平成 28 年度における不適正管理事案に対する損害賠償（国家賠償）請求訴訟は、

行政機関・独立行政法人等とも新規に提起されたものはない。 

8



（２）監査・点検の状況

総務省では、各機関における個人情報の適切な管理を図るため、「個人情報の適切な

管理のための措置に関する指針」（以下「指針」という。）を策定し、各機関では、この

指針を参考に、個人情報の適切な管理のための規程（個人情報保護管理規程）を定め、

監査・点検等、個人情報の適切な管理のための措置を行っている。 

ア 監査の状況

指針では、監査責任者（内部監査等を担当する部局の長等）は、保有個人情報の管

理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行うことを求めている。 

平成 28 年度の監査実施率は、行政機関では 95.7％、独立行政法人等では 96.4％で

ある。 

（単位：機関、％） 

行政機関 独立行政法人等 

監査の実施機関数（監査実施率） 44（95.7） 185（96.4） 

（参考）平成 27 年度 41（89.1） 190（94.5） 

イ 点検の状況

指針では、監査とともに、各機関の保護管理者（保有個人情報を取り扱う課室、地

方支分部局等の長等）が、自ら管理責任を有する保有個人情報の取扱いの状況につい

て、定期に及び必要に応じ随時に点検を行うことを求めている。 

平成 28 年度に点検を実施した保護管理者数の割合は、行政機関では 98.1％、独立

行政法人等では 82.9％である。 

（単位：人、％） 

年度 

行政機関 独立行政法人等 

保護管理者数 保護管理者数 

うち点検を実施し
た保護管理者の数
（割合） 

うち点検を実施し
た保護管理者の数
（割合） 

平成 28 年度 26,295 25,796 (98.1) 12,016  9,963 (82.9) 

（参考）平成 27 年度 26,124 25,761（98.6） 11,630   9,152（78.7） 
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